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道医師国保の頁

令和7年12月1日 北海道医報　第1287号

去る10月11日（土）に一般社団法人全国医師国民

健康保険組合連合会（略称「全医連」）の第63回全

体協議会が、中部ブロック（担当：福井県医師国保

組合）主催で、福井県福井市「アオッサ」（福井県

県民ホール・福井市地域交流プラザ）において全国

各医師国保組合の代表者など339名が参集して開催

された。

その概要を報告する。

当組合の出席役員

副理事長　三戸　和昭　常務理事　田代　典夫

理　　事　今　　眞人

全医連の全体協議会は、全国を中国四国、関東甲

信越、近畿、九州、中部、東北北海道（開催順序）

の６ブロックに分け、ブロック持ち回りによって開

催されている。

令和６年度会計決算等を審議

来年の第64回全体協議会の主催は
東北北海道ブロック

開催地は秋田県秋田市と決定

代表者会は、昼食後12時30分から各組合の理事長

（代表者）が出席し開催された。

なお、当組合から組合役員として 三戸 和昭 副

理事長が出席している。

〈協議事項〉

⑴令和６年度事業報告について

⑵令和６年度会計収入支出決算について

　令和６年度監査報告について

⑶令和８年度の会費徴収について

⑷全体協議会の運営について

⑸決議（案）について

⑹「会長指名」枠の理事の選任について

⑺任期満了に伴う監事の選任について

⑻次期全体協議会の開催地について

協議事項は全て承認され、代表者会は終了した。

代表者会で決議した事項の報告

午後１時45分から全体協議会が開催され、高井 

博正 福井県常務理事とフリーアナウンサーの山田 

恵梨子 氏が司会を担当し、馬岡 晋 三重県理事長

が開会を宣した。

最初に 大中 正光 福井県理事長から主催ブロッ

クを代表しての挨拶が行われた後、近藤 邦夫 全医

連会長（石川県顧問）から挨拶が行われた。

次に、来賓の方々が祝辞を述べられた。

全国国保組合協会会長　　渡邉　芳樹 氏

福井県知事　　　　　　　杉本　達治 氏

�（代理 蓑輪　克宏 健康福祉部健康医療局長）

福井市長　　　　　　　　西行　　茂 氏

引き続き、司会者から来賓者の紹介が行われた。

日本医師会常任理事　　　佐原　博之 先生

福井県国保連合会理事長　南　　英治 氏

なお、日本医師会会長 松本 吉郎 先生、福井県

知事 杉本 達治 氏、参議院議員 釜萢 敏 先生及び

福井県医師会長 池端 幸彦 先生は懇親会で祝辞を

述べられた。

議長には例年どおり担当組合の 大中 正光 福井

県理事長が就任していただくことで、代表者会で承

認されていることが報告され、担当ブロックの理事

長の紹介が行われた後、議事が進められた。

〈報告事項〉

⑴令和６年度事業報告について

⑵令和６年度会計収入支出決算報告について

⑶令和６年度監査報告について

⑷令和８年度の会費徴収について

⑸決議（案）について

⑹「会長指名」枠の理事の選任について

⑺任期満了に伴う監事の選任について

⑻次期全体協議会の開催地について

全国医師国民健康保険組合連合会

第63回全体協議会開催

　「国保組合に対するこれ以上の定率国庫補助率の見直しは

行わないこと。」「高額医療費によって、保険者に過重な負担

がかからないよう、国の積極的な対応を求める。」等の決議

を採択
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⑴～⑵、⑷は、全医連総務担当 空知 顕一 理事（兵

庫県理事長）から、⑶は、全医連 鳥澤 英紀 監事（岐

阜県副理事長）から報告がなされた。

⑸について、池田 正見 静岡県理事長が「決議」

文を朗読され、拍手がなされた。また、議長よりこ

の決議文は、一般社団法人全国医師国民健康保険組

合連合会の総意として、内閣総理大臣の他、政府関

係機関に送付することが報告された。

⑹⑺は、全医連総務担当 空知 顕一 理事（兵庫

県理事長）から、「会長指名」枠の理事について、

川島 崇 氏（群馬県理事長）、篠原 彰 氏（静岡県

副理事長）が選任されたこと、任期が満了となる釣

船 崇仁 監事（長崎県副理事長）の後任として、櫻

庭 清 氏（秋田県常務理事）が就任されたことが報

告された。

⑻の次期開催地については、議長より代表者会に

おいて、東北北海道ブロック主催で、担当は秋田県

と決定、開催日は令和８年10月10日（土）、開催場

所は秋田市内の「秋田キャッスルホテル」及び「あ

きた芸術劇場」で開催されることが報告された。

次いで、次の演題により、講演が行われた。

＊基調講演

座　長：富山県医師国保組合

� 村上美也子 理事長

演　題：「国保問題検討委員会諮問答申」について

講　師：一般社団法人

全国医師国民健康保険組合連合会

国保問題検討委員会 前委員長

� 篠原　　彰 先生（静岡県副理事長）

＊特別講演

座　長：全国医師国民健康保険組合連合会

� 近藤　邦夫 会長

演　題：近代医学を拓いた若狭・越前の医人たち

講　師：認定NPO法人杉田玄白

� ・小浜プロジェクト 理事長

杉田玄白記念公立小浜病院 名誉院長

京都大学名誉教授

� 小西　淳二 先生

以上で全医連の第63回全体協議会は無事終了した。
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